
個人住民税（市町村民税・府民税） 
特別徴収の事務手引き 

 
京都府内の市町村は平成３０年度から 

個人住民税の特別徴収義務者を します。 

 事業主が、従業員へ支払う毎月の給与から、所得税の源泉徴収と同じように、個人住民税
（市町村民税と府民税）を徴収して（天引きして）、従業員に代わって従業員が１月１日現在に
居住する市町村に納入していただく制度です。 
 地方税法上、個人住民税は特別徴収による徴収が義務とされています。 

特別徴収とは？ 

特別徴収制度の仕組み 

 

 

 

 従業員（給与所得者） 

納税義務者 

③特別徴収税額    
  の通知 

④給与支払の際 
  税額を徴収 

６月から翌年の５
月まで毎月の給与
支給日 

 事業主（給与支払者） 

特別徴収義務者 

①給与支払報告書提出 
  （１月３１日まで） 

③特別徴収税額の通知 
  （５月３１日まで） 

⑤税額の納入 
  （翌月１０日まで） 

市町村 

従業員の居住する 

②税額の計算 
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